
申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等 新旧対照表 

改正後 改正前 

条例第５条第１項第４号審査基準 

（収用移転） 

 

１ 開発行為を行う者 

開発行為を行う者は、自己の所有する建築物の敷地の一部又は

全部において、土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条

各号に規定する事業又は他の法律によって土地を収用すること

ができる事業が施行され、当該建築物を移転又は除却する者であ

り、かつ、この事業による土地の取得等に関する契約の日から原

則として１年以内（やむを得ない事情がある場合はこの限りでな

い。）に開発行為に係る許可申請を行う者であること。 

 

２ 開発区域の規模 

開発区域の規模は従前と著しく異ならないものであり、従前に

代わる施設と認められる範囲であること。 

 

３ 予定建築物の用途 

予定建築物は、次のいずれにも該当するものであること。 

（１）予定建築物の用途は、移転に係る建築物と同一であること。 

（２）予定建築物は、周辺の土地利用及び環境に配慮されたもので

あること。 

（３）予定建築物は、市町村の都市計画の実現に支障をきたさない

ものであること。  

 

条例第５条第１項第４号審査基準 

（公共移転） 

 

１ 開発行為を行う者 

開発行為を行う者は、自己の所有する建築物の敷地の一部又は

全部において、土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条

各号に規定する事業又は他の法律によって土地を収用すること

ができる事業が施行され、当該建築物を移転又は除却する者であ

ること。 

 

２ 予定建築物の用途及び規模 

  予定建築物の用途は、移転に係る建築物と同一であり、規模に

ついては同程度であること。 

 

３ その他 

従前の建築物が二つの用途を兼ねるものであるときは、一方の用途

に係る建築物を移転し、他方の用途に係る建築物を従前の敷地の残

地に建築することができることとする。 

が行う地域密着型サービスを提供する施設（ただし、伊奈町の住 



４ その他 

（１）従前の建築物が二つの用途を兼ねるものであるときは、一方

の用途に係る建築物を移転し、他方の用途に係る建築物を従前

の敷地の残地に建築することができることとする。 

（２）従前の敷地が他の都道府県である等遠隔地からの収用移転に

ついては、遠隔地に立地する必要性を勘案した上で適切と認め

られる場合に限る。 
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